
東
京
に
お
け
る
自
然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
六
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

目
次 
（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
保
全
事
業
の
承
認
等
） 

第
二
十
一
条 

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動

促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
認
証
を
受
け
た

特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
は
、
規
則
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
保
全
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
二
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

改 

正 

案 

目
次 

（
略
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
保
全
事
業
の
承
認
等
） 

第
二
十
一
条 

公
益
法
人
等
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三

十
四
条
に
基
づ
く
公
益
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
認
証
を
受
け
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で

あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
は
、
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
保
全
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２
及
び
３ 

（
略
） 

第
二
十
二
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で 

（
略
） 

現 
 

行 


